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私
は
１
９
７
４
年
か
ら
７
５
年
に
か
け
て
、

イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
ま
し
た
。
帰
国
後
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
の
指
導
教
授
か
ら
、「
自
分

の
著
作
の
ど
れ
で
も
翻
訳
出
版
し
て
も
よ
ろ
し

い
」
と
の
嬉
し
い
便
り
が
届
き
ま
し
た
。
彼
の

有
名
な
著
作
『
有
罪
の
証
明
』
を
数
年
か
け
て

翻
訳
し
、
１
９
８
１
年
に
学
陽
書
房
か
ら
『
イ

ギ
リ
ス
刑
事
裁
判
の
研
究
』
と
し
て
出
版
し
ま

し
た
。

　

そ
の
本
の
三
分
の
一
は
「
陪
審
裁
判
」
に
つ

い
て
で
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
作
家
の
伊
佐
さ

ん
か
ら
連
絡
が
あ
り
、「
陪
審
裁
判
を
考
え
る

会
」
を
作
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
最
初
の
会
合(

日
本
教
育
会
館
の

一
室
、
１
９
８
２
年)

に
出
る
と
、
著
名
な
作

る
と
幸
い
で
す
。
私
は
今
、
青
林
書
院
と
い
う

法
律
出
版
社
か
ら
頼
ま
れ
て
、「
公
判
前
整
理

手
続
の
実
務
」(

仮
称)

を
編
集
し
て
お
り
ま
す
。

「
弁
護
士
か
ら
見
た
公
判
前
整
理
手
続
」
を
一

書
に
ま
と
め
て
欲
し
い
と
い
う
の
で
す
か
ら
、

大
変
な
仕
事
で
す
。

　

２
０
０
４
年
の
刑
事
司
法
改
革
で
は
、
刑
事

訴
訟
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
公
判
前
整
理

手
続
と
期
日
間
整
理
手
続
と
が
新
た
に
設
け
ら

れ
ま
し
た
。程
な
く
発
足
す
る
裁
判
員
裁
判（
国

民
の
司
法
参
加
）
を
意
識
し
て
の
「
慣
ら
し
運

転
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
務
の
実

際
が
始
ま
っ
て
み
る
と
、
公
判
前
整
理
手
続
の

実
施
の
前
提
な
し
に
期
日
間
整
理
手
続
が
ど
ん

ど
ん
行
わ
れ
ま
し
た
。
期
日
間
整
理
手
続
が
認

め
ら
れ
と
、
証
拠
開
示
が
大
幅
に
ゆ
る
や
か
に

な
る
の
で
、
弁
護
人
に
と
っ
て
は
有
利
な
制
度

で
し
た
。
し
た
が
っ
て
今
後
ま
す
ま
す
広
が
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
昔
の
制
度

と
あ
ま
り
変
わ
り
な
い
も
の
に
な
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

　

裁
判
員
裁
判
は
審
理
の
充
実(

核
心
司
法)

と
裁
判
の
迅
速
化
と
を
目
指
し
て
作
ら
れ
ま
し

た
。
だ
が
、
こ
の
ま
ま
行
く
と
「
あ
ぶ
は
ち
と

ら
ず
」
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
み
ん
な

で
一
緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。
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陪
審
裁
判
を
考
え
る
会

３
０
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

家
や
弁
護
士
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
集
ま
っ
て

お
り
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
の
席
で
世
話

人
と
し
て
作
家
の
伊
佐
さ
ん
、
弁
護
士
の
倉
田

さ
ん
、
大
学
教
師
の
庭
山
が
決
ま
り
ま
し
た
。

 

そ
れ
か
ら
営
々
３
０
年
、
よ
く
続
い
た
も
の

と
感
心
し
ま
す
。
途
中
、
分
裂
の
危
機
が
何
度

か
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
「
も
う
や
め
よ
う
」

と
言
う
声
は
、
正
式
に
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
こ
と
」
は
「
日

本
の
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
で
す

か
ら
、そ
れ
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
以
上
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
、
あ
と
の

報
告
者
の
領
分
を
侵
す
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
や
め
に
し
て
問
題
提
起
に
移
り
ま
す
。
全

体
討
論
の
と
こ
ろ
で
、
取
り
上
げ
て
い
た
だ
け

１
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「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
」
は
事
務
局
担
当

者
が
何
度
か
交
代
し
た
た
め
も
あ
っ
て
、
活
動

の
詳
細
な
記
録
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ

で
は
記
憶
を
頼
り
に
、
順
不
同
で
会
の
足
跡
を

た
ど
り
た
い
。

　

そ
も
そ
も
会
の
源
流
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
問

わ
れ
た
ら
「
各
人
の
胸
の
中
に
」
と
答
え
る
し

か
な
い
。
発
足
は
免
田
事
件
を
は
じ
め
数
々
の

冤
罪
事
件
が
明
る
み
に
出
た
時
期
で
あ
り
、
多

く
の
人
々
が
「
日
本
の
刑
事
裁
判
を
な
ん
と
か

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
小
さ
な
流
れ
が
い
く
つ
も
集
ま
っ
て

大
き
な
流
れ
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
小
さ
な
流
れ
を
目
に
見
え
る
形
に

ま
と
め
た
の
は
故
倉
田
哲
治
弁
護
士
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
倉
田
さ
ん
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
人

が
、
知
人
、
友
人
に
呼
び
か
け
て
参
加
者
は
広

が
っ
て
い
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
こ
そ

ス
タ
ー
タ
ー
と
思
っ
て
い
て
も
無
理
は
な
い
。

　

倉
田
さ
ん
は
免
田
事
件
再
審
弁
護
団
の
中
心

的
存
在
だ
っ
た
。
日
石
・
土
田
邸
爆
破
事
件
で

も
実
証
的
な
弁
護
活
動
で
無
罪
判
決
を
勝
ち
取

る
な
ど
高
名
な
刑
事
弁
護
士
だ
っ
た
。
そ
の
倉

田
さ
ん
は
司
法
修
習
生
の
と
き
恩
師
だ
っ
た
故

青
木
英
五
郎
弁
護
士
の
著
書
「
陪
審
裁
判
」
の

後
書
き
に
「
陪
審
復
活
は
青
木
先
生
の
遺
言
で

あ
る
。
遺
言
は
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
書
い
た
。
実
現
の
た
め
思
い
つ
い
た
の
が
市

民
運
動
だ
っ
た
わ
け
だ
。

　

発
足
集
会
の
た
め
に
東
京
・
神
田
一
橋
の
日

本
教
育
会
館
を
手
配
し
た
の
も
、
最
初
の
合
宿

場
所
と
し
て
東
京
・
芝
の
日
本
女
子
会
館
を
探

し
て
き
た
の
も
倉
田
さ
ん
で
あ
り
、
毎
月
の
例

会
会
場
に
は
銀
座
六
丁
目
に
あ
っ
た
倉
田
法
律

事
務
所
を
提
供
し
て
く
れ
た
。
そ
の
意
味
で
は

「
会
の
源
流
は
倉
田
事
務
所
」
と
言
っ
て
も
い

い
だ
ろ
う
。

　
「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
」
と
い
う
名
称
に

異
論
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
復
活
す

る
会
」
に
し
て
目
標
を
明
確
に
す
べ
き
だ
と
の

意
見
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
会
員
は
だ
れ
も
陪

審
論
者
だ
っ
た
が
、
当
時
は
日
弁
連
の
中
で
も

市
民
参
加
を
夢
物
語
と
考
え
る
人
が
ほ
と
ん
ど

だ
っ
た
。
市
民
参
加
論
者
の
中
に
は
参
審
を
唱

え
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
雰
囲

気
の
中
で
「
当
面
、
市
民
参
加
の
芽
を
育
て
る

こ
と
が
大
事
だ
。
ま
ず
ソ
フ
ト
に
ス
タ
ー
ト
」

と「
考
え
る
会
」に
落
ち
着
い
た
。機
を
見
て「
復

活
す
る
会
」
に
変
更
す
れ
ば
よ
い
と
の
結
論
に

な
っ
た
。

　

規
約
は
作
ら
な
か
っ
た
。
あ
れ
こ
れ
縛
る
の

は
市
民
運
動
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
か
ら
で
あ

る
。
入
会
も
退
会
も
ま
っ
た
く
自
由
、
入
退
会

の
意
思
表
示
さ
え
求
め
ら
れ
な
い
組
織
と
し
て

出
発
し
た
。
唯
一
の
約
束
は
会
と
し
て
個
別
事

件
の
支
援
運
動
を
し
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

活
動
は
対
内
的
な
も
の
と
対
外
的
な
も
の
に

大
別
さ
れ
る
。
前
者
は
会
員
同
士
の
研
鑽
で
あ

る
。
毎
月
一
回
、夜
に
倉
田
事
務
所
に
集
ま
り
、

冤
罪
事
件
の
研
究
や
陪
審
裁
判
の
仕
組
み
や
メ

リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
を
議
論
し
た
。
暖

房
の
切
れ
た
部
屋
で
暖
を
取
る
た
め
に
ア
ル

コ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
事
務
局
と
例
会
の
会
場

は
何
度
か
変
わ
っ
た
。
参
加
メ
ン
バ
ー
も
く
る

く
る
入
れ
替
わ
り
創
立
以
来
の
常
連
は
数
え
る

ほ
ど
し
か
い
な
い
が
、
誰
も
懐
か
し
く
思
い
出

す
の
が
夏
の
一
泊
合
宿
で
あ
る
。
女
子
会
館
は

初
回
だ
け
で
、以
後
は
山
中
湖
の
高
級
ホ
テ
ル
、

富
士
山
麓
・
忍
野
村
の
ホ
テ
ル
、
熱
海
の
ホ
テ

ル
な
ど
と
変
わ
っ
た
。
費
用
が
安
い
施
設
を
求

め
て
転
々
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

記
憶
に
よ
れ
ば
、
毎
回
２
０
人
か
ら
２
５
人

く
ら
い
の
参
加
者
だ
っ
た
。
到
着
し
た
日
の
午

３
０
年
の
あ
ゆ
み

飯　
室　
勝　
彦　
　
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

後
と
翌
日
の
午
前
中
は
全
体
討
議
、
夜
は
そ
れ

ぞ
れ
が
適
当
に
集
ま
っ
て
熱
い
議
論
を
闘
わ
し

た
。

　

も
っ
と
も
一
番
盛
り
上
が
っ
た
の
は
夕
食
を

兼
ね
た
懇
親
会
の
終
了
後
に
各
部
屋
で
繰
り
広

げ
た
宴
会
で
の
激
論
だ
っ
た
。
発
足
時
か
ら
の

有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
伊
佐
千
尋
さ
ん
が
あ
ら

か
じ
め
大
量
の
ワ
イ
ン
と
チ
ー
ズ
な
ど
を
ホ
テ

ル
に
送
り
込
み
、
冷
や
し
て
お
く
よ
う
依
頼
し

て
あ
る
の
が
通
例
で
、
参
加
者
は
そ
れ
を
飲
み

な
が
ら
遅
く
ま
で
激
論
を
展
開
し
た
。

　

発
足
し
て
数
年
後
に
は
大
阪
、
熊
本
、
新
潟

な
ど
の
各
地
で
も
、
名
称
は
少
し
ず
つ
違
う
が

市
民
参
加
を
目
指
す
運
動
が
始
ま
り
、
夏
期
合

宿
は
そ
れ
ら
の
同
志
と
の
交
流
、
意
見
交
換
の

場
と
も
な
っ
た
。

　

外
に
向
か
っ
て
は
じ
め
て
動
い
た
の
は
、
発

足
直
後
の
国
会
議
員
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
冤

罪
続
発
の
現
状
に
対
す
る
感
想
、
防
止
策
と

し
て
の
陪
審
復
活
に
対
す
る
意
見
を
聞
く
ア
ン

ケ
ー
ト
用
紙
を
、
メ
ン
バ
ー
が
衆
参
両
院
の
議

員
会
館
の
各
部
屋
に
配
っ
て
回
っ
た
。
手
応
え

あ
る
集
計
結
果
が
得
ら
れ
た
の
で
、
日
弁
連
の

機
関
誌
「
自
由
と
正
義
」
に
投
稿
し
て
掲
載
さ

れ
、
少
な
く
と
も
弁
護
士
の
間
で
は
か
な
り
話

題
に
な
っ
た
。
陪
審
復
活
を
ま
と
も
に
訴
え
た

ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
は
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
だ
っ

た
と
思
う
。

　

司
法
に
民
意
を
も
っ
と
反
映
し
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
す
る
意
見
は
ど
の
政
党
で
も
決
し
て

少
な
く
な
か
っ
た
。
後
の
司
法
改
革
で
裁
判
員

制
度
が
す
ん
な
り
実
現
し
た
の
は
こ
う
し
た
背

景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
市
民
参
加
に

懐
疑
的
だ
っ
た
の
は
「
専
門
家
と
し
て
市
民
の

風
上
に
い
た
い
」
弁
護
士
た
ち
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

市
民
向
け
の
集
会
は
大
き
な
も
の
だ
け
で
も

２
回
開
い
た
。
お
茶
の
水
の
明
治
大
学
講
堂
で

開
い
た
模
擬
裁
判
ふ
う
の
集
会
に
は
２
０
０
人

ほ
ど
の
参
加
者
が
い
た
記
憶
で
あ
る
。
プ
ロ
の

劇
団
「
燐
光
群
」
が
無
償
で
裁
判
劇
を
演
じ
て

く
れ
、
そ
れ
を
見
た
参
加
者
が
有
無
罪
の
投
票

を
す
る
形
だ
っ
た
。

　

台
本
の
素
材
は
戦
前
、
実
際
に
岩
手
県
で
陪

審
裁
判
が
行
わ
れ
た
放
火
事
件
の
記
録
。
陪
審

の
無
罪
評
決
を
プ
ロ
の
裁
判
長
が
覆
し
再
陪
審

に
か
け
た
と
こ
ろ
、
証
人
が
原
審
で
被
告
に
不

利
な
虚
偽
証
言
を
し
た
と
告
白
し(

つ
ま
り
元

の
陪
審
は
偽
証
を
見
破
っ
て
い
た)

再
び
無
罪

評
決
が
出
た
事
件
だ
。

　

実
際
に
弁
護
人
を
務
め
た
故
佐
藤
邦
夫
弁

護
士
が
当
時
は
ま
だ
健
在
で
、
高
齢(

た
し
か

９
０
歳
く
ら
い
だ
っ
た
と
思
う)

に
も
か
か
わ

ら
ず
盛
岡
か
ら
講
演
に
駆
け
つ
け
「
民
衆
の
確

か
な
判
断
へ
の
信
頼
」
を
語
っ
て
く
れ
た
の
は

感
動
的
だ
っ
た
。
自
分
で
現
実
に
体
験
し
て
確

認
し
た
信
頼
感
だ
け
に
説
得
力
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
の
シ
ナ
リ
オ
、
集
会
報
告
な
ど
は

岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
『
陪
審
裁
判
』
と
し
て
市

販
さ
れ
た
。

　

日
弁
連
の
講
堂
ク
レ
オ
で
開
い
た
集
会
は
弁

護
士
会
の
刑
事
弁
護
関
係
の
委
員
会
と
共
催
に

な
っ
た
。
共
催
と
は
い
っ
て
も
実
際
は
「
考
え

る
会
」
主
催
。
い
ま
と
な
っ
て
は
内
容
の
詳
細

は
思
い
出
せ
な
い
が
、
講
堂
を
無
償
で
使
わ
せ

て
も
ら
お
う
と
交
渉
し
「
共
催
」
名
義
を
条
件

に
実
現
し
た
。
小
さ
な
市
民
団
体
と
弁
護
士
会

が
共
催
す
る
の
は
異
例
だ
っ
た
。
市
民
参
加
の

必
要
性
、
実
現
可
能
性
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で

弁
護
士
会
も
乗
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

会
の
発
足
か
ら
ず
っ
と
発
行
し
て
き
た
会
報

は
Ａ
４
版
の
活
版
刷
り
。
財
政
基
盤
が
弱
い
市

民
組
織
と
し
て
は
い
さ
さ
か
背
伸
び
だ
っ
た

が
、
発
行
す
る
た
び
国
会
図
書
館
に
納
本
、
陪

審
制
の
母
国
、
英
国
の
在
日
大
使
館
に
も
送
っ

た
。
国
会
図
書
館
で
は
分
類
番
号
も
つ
い
て
い

て
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
始
ま
る
と
、
市
民

参
加
実
現
を
求
め
、
会
と
し
て
の
詳
細
な
意
見

書
を
作
成
し
て
各
委
員
に
送
っ
た
。
意
見
書
を

ま
と
め
る
た
め
、
会
員
が
仕
事
を
終
え
た
後
の

夜
間
に
集
ま
っ
て
何
度
も
議
論
し
た
。
意
見
書

は
、
審
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
す

れ
ば
配
付
資
料
と
し
て
閲
覧
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。

　

そ
の
ほ
か
の
活
動
を
い
ち
い
ち
あ
げ
れ
ば
き

り
が
な
い
が
、
筆
者
は
審
議
会
設
置
法
を
審

議
す
る
参
院
の
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
招

か
れ
意
見
を
述
べ
た
。「
陪
審
裁
判
を
考
え
る

会
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
招
か
れ
た
訳
で
は
な

い
が
、
自
分
で
は
「
考
え
る
会
」
運
動
の
一
環

の
つ
も
り
で
市
民
参
加
の
実
現
を
強
く
主
張
し

た
。
一
緒
に
出
席
し
た
佐
藤
幸
治
先
生(

後
の

審
議
会
会
長)

が
「
正
義
は
所
与
の
も
の
で
は

な
い
。
自
分
た
ち
で
決
め
る
も
の
だ
」
と
主
張

さ
れ
た
こ
と
に
力
づ
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
市
民
参
加
が
裁
判
員
制
度
と
し
て
一
応

実
現
し
た
。
今
後
、
何
を
目
指
す
べ
き
か
と
問

わ
れ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
「
陪
審
の
復
活
」
と
答
え

る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
裁
判
員
制
度
を
過

度
に
批
判
し
、
改
革
で
は
な
く
後
退
で
あ
る
か

の
よ
う
に
攻
撃
す
る
一
部
の
動
き
に
は
同
調
で

き
な
い
。「
た
ら
い
の
水
と
一
緒
に
赤
子
も
流

し
て
し
ま
う
」
結
果
に
な
る
の
で
は
、
と
憂
慮

し
て
い
る
。
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は
じ
め
に

　

司
法
の
国
民
的
基
盤
の
確
立
は
、
司
法
制
度

改
革
の
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
代
表

が
裁
判
員
制
度
の
創
設
と
検
察
審
査
会
制
度
の

改
正
で
あ
っ
た
。
で
は
な
ぜ
裁
判
員
制
度
が
導

入
さ
れ
、
検
察
審
査
会
制
度
が
改
正
さ
れ
た
の

か―
―

そ
れ
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
が
自
律
的
で
社

会
的
責
任
を
負
っ
た
統
治
主
体
と
し
て
、
互
い

に
協
力
し
な
が
ら
自
由
で
公
正
な
社
会
を
築
く

た
め
、
司
法
の
運
営
に
も
主
体
的
に
参
加
す
る

こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

裁
判
員
制
度
と
改
正
検
察
審
査
会
制
度
は

二
〇
〇
九
年
五
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
施
行
四

年
近
く
を
経
過
し
た
現
在
、
何
が
始
ま
っ
て
い

る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

裁
判
員
制
度
の
実
情―

何
が
変
わ
り
、
何
が
変

わ
っ
て
い
な
い
か

　

二
〇
一
三
年
一
月
末
現
在
の
裁
判
員
裁
判
に

関
す
る
主
な
デ
ー
タ
は
、
最
高
裁
に
よ
れ
ば
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
判
決
に
至
っ
た
件
数(

人

員)

四
五
〇
二
件(

四
七
五
八
人)

、
選
定
さ

れ
た
裁
判
員
候
補
者
四
一
万
五
六
三
二
人
、
辞

退
が
認
め
ら
れ
た
候
補
者 

二
四
万
〇
七
〇
五

人(

辞
退
率
五
七
・
九
％)

、
出
席
を
求
め
ら

れ
た
候
補
者
の
出
席
率 

七
八
・
五
％
、
選
任

さ
れ
た
裁
判
員 

二
万
七
四
七
二
人
、
選
任
さ

れ
た
補
充
裁
判
員 

九
四
七
一
人
、
平
均
職
務

従
事
日
数 

四
・
九
日
、
平
均
評
議
時
間 

九
・
三

時
間
、
無
罪 

二
一
件
、
死
刑 

一
五
件
、
執
行

猶
予 
七
五
〇
件(

う
ち
保
護
観
察
四
〇
九
件
、

五
四
・
五
％
）、
控
訴 

一
六
四
五
人
。

何
が
変
わ
っ
て
い
る
か

　

大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
ま
ず
裁
判
員
を
務
め

た
国
民
の
意
識
で
あ
る
。
最
高
裁
が
二
〇
一
一

年
、
裁
判
員
経
験
者
八
四
五
八
人
か
ら
得
た
ア

ン
ケ
ー
ト
回
答
に
よ
れ
ば
、
裁
判
員
に
選
ば
れ

る
前
の
気
持
ち
は「
積
極
的
に
や
っ
て
み
た
い
」

七
・
九
％
、「
や
っ
て
み
た
い
」
二
四
・
〇
％
で

あ
っ
た
が
、
参
加
し
た
後
の
感
想
は
「
非
常
に

よ
い
経
験
と
感
じ
た
」
五
五
・
二
％
、「
よ
い
経

験
と
感
じ
た
」
四
〇
・
三
％
へ
と
変
化
し
て
い

る
。
こ
の
数
字
の
劇
的
な
変
化
は
、
検
察
審
査

員
経
験
者
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
裁
判

が
分
か
り
や
す
く
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と(

審
理
内
容
は
「
理
解
し
や
す
か
っ
た
」

五
九
・
九
％
、「
普
通
」
三
一
・
一
％)

と
、
そ

し
て
何
よ
り
も
や
り
が
い
の
あ
る
任
務
で
あ
っ

た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
は
、
刑
事
手

続
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
の
導
入
は
、
刑
事
司

法
制
度
の
一
大
変
革
だ
か
ら
、
こ
の
新
し
い
裁

判
制
度
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
他
に
多
く
の

新
し
い
、
周
辺
の
仕
組
み
が
併
せ
て
必
要
と
さ

れ
る
。
と
り
わ
け
裁
判
員
裁
判
で
は
裁
判
を
充

実
し
た
迅
速
な
も
の
に
す
る
要
請
が
一
層
強
く

な
る
た
め
、
そ
の
た
め
に
い
く
つ
か
の
周
辺
の

仕
組
み
が
自
覚
的
に
変
革
さ
れ
、実
施
さ
れ
た
。

そ
の
例
と
し
て
は
、
勾
留
さ
れ
た
段
階
か
ら
国

選
弁
護
人
の
援
助
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

被
疑
者
国
選
弁
護
制
度
や
、
充
実
し
た
公
判
の

審
理
を
計
画
的
・
迅
速
に
行
う
た
め
の
公
判
前

整
理
手
続
と
新
し
い
証
拠
開
示
制
度
な
ど
が
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
制
度
は
変
え
な
か
っ
た
が

運
用
が
変
化
し
て
き
た
も
の
と
し
て
次
の
も
の

な
ど
が
あ
る
。
ま
ず
被
疑
者
の
取
調
べ
の
状
況

を
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
く
、
迅
速
・
的
確
に

立
証
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
捜
査
当
局

は
取
調
べ
の
録
音
・
録
画
の
試
行
を
始
め
た
。

長
年
反
対
し
て
い
た
捜
査
当
局
の
方
針
転
換
で

あ
る
。
ま
た
、
弁
護
士
会
な
ど
か
ら
人
質
司
法

と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
保
釈
の
運
用

も
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
に
つ
い
て
保
釈
率

が
上
昇
し
て
い
る
。
充
実
し
た
裁
判
員
裁
判
の

た
め
に
は
被
告
人
・
弁
護
人
側
の
訴
訟
活
動
の

準
備
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に

あ
た
り
証
拠
法
は
改
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
法

廷
で
の
証
拠
調
べ
は
、
書
証(

記
録)

か
ら
証

人(

証
言)

へ
と
そ
の
中
心
が
変
わ
り
、
法
廷

で
見
て
聴
い
て
分
か
る
裁
判
へ
と
変
化
し
て
い

る
。

　

判
決
内
容
も
大
き
な
変
化
を
示
し
て
い
る
。

性
犯
罪
で
は
従
来
の
裁
判
官
裁
判
と
比
べ
て
重

罰
化
が
明
ら
か
で
あ
る
一
方
、
殺
人
な
ど
で
も

執
行
猶
予
率
が
高
ま
る
な
ど
、
刑
罰
の
在
り
方

が
多
様
化
し
て
い
る
。

　

控
訴
審
の
在
り
方
に
も
変
化
が
あ
る
。
こ
れ

ま
で
控
訴
審
は
、
記
録
を
中
心
に
第
一
審
と
は

異
な
っ
た
心
証
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
第

一
審
を
取
り
消
し
て
自
ら
判
決
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
し
か
し
最
高
裁
は
、
裁
判
員
裁
判

の
無
罪
判
決
を
破
棄
し
て
高
裁
が
有
罪
に
し
た

裁
判
員
制
度
と
検
察
審
査
会
制
度

    ―
何
が
始
ま
っ
て
い
る
か―
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ケ
ー
ス
で
、
高
裁
は(

直
接
証
人
尋
問
を
し
て

い
る)
第
一
審
の
判
決
に
つ
い
て
よ
ほ
ど
不
合

理
な
点
を
具
体
的
に
指
摘
で
き
な
い
限
り
、
事

実
問
題
で
破
棄
で
き
な
い
、
と
判
断
し
た
。
裁

判
員
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
第

一
審
が
有
罪
判
決
の
場
合
に
は
な
お
慎
重
な
検

討
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
無
自
覚
的
変
化
」
が
生

ま
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、
裁
判
員
制
度
の
導
入

に
よ
っ
て
裁
判
員
が
関
与
す
る
刑
事
司
法
は
、

裁
判
員
、
つ
ま
り
国
民
が
求
め
る
も
の
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
民
が
求
め
る

刑
事
司
法
と
は
お
そ
ら
く
、
透
明
で
公
正
で
迅

速
な
制
度
で
あ
ろ
う
。
上
記
の
変
化
は
、
国
民

の
そ
の
よ
う
な
要
請
に
沿
う
も
の
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

何
が
変
わ
っ
て
い
な
い
か

　

裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
「
変
わ
っ
て

い
な
い
」
も
の
と
し
て
、
二
点
指
摘
し
た
い
。

第
一
は
無
罪
率
で
あ
る
。
最
高
裁
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
平
成
一
八
年
か
ら
二
〇
年
の
裁
判
官
裁

判
に
よ
る
無
罪
率
は
〇
・
六
％
で
あ
り
、
平
成

二
一
年
か
ら
二
四
年
五
月
ま
で
の
裁
判
員
裁
判

に
よ
る
無
罪
率
は
〇
・
五
％
で
あ
っ
て
、
変
化

し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
二
つ
の
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

一
つ
目
は
、
覚
せ
い
剤
密
輸
入
事
件
の
無

罪
率
で
あ
る
。
裁
判
官
裁
判
で
は
〇
・
六
％
で

あ
る
が
、
裁
判
員
裁
判
で
は
二
・
三
％
に
上
昇

し
て
い
る
。
被
告
人
の
弁
解
の
評
価
に
裁
判
員

の
社
会
常
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
つ
目
は
、
裁
判
員
対

象
事
件
の
不
起
訴
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
裁
判
員
法
が
成
立
し
た
二
〇
〇
四

年
、
及
び
施
行
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
以
降

二
〇
一
一
年
ま
で
の
不
起
訴
率
を
み
る
と
、
検

察
統
計
年
報
に
よ
れ
ば
、
裁
判
員
裁
判
対
象
で

は
な
い
窃
盗
罪
の
不
起
訴
率
は
、
四
七
・
九
％

(
二
〇
〇
四
年)

、四
三
・
八
％(

二
〇
〇
九
年)

、

四
二
・
八
％(

二
〇
一
〇
年)

、
四
三
・
八
％

(

二
〇
一
一
年)

と
ほ
ぼ
横
ば
い
で
あ
る
。

　

し
か
し
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
で
あ
る

殺
人
罪
は
、
五
五
・
四
％(

二
〇
〇
四
年)

、

四
八
・
六
％(

二
〇
〇
九
年)

、
三
八
・
三
％

(

二
〇
一
〇
年)

、
三
七
・
一
％(

二
〇
一
一

年)

、
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
八
六
・
七
％

(

二
〇
〇
四
年)

、六
四
・
一
％(

二
〇
〇
九
年)

、

五
三
・
五
％(

二
〇
一
〇
年)

、
四
四
・
三
％

(

二
〇
一
一
年)

と
不
起
訴
率
が
大
き
く
低
下

し
て
い
る
。
こ
れ
は
起
訴
後
裁
判
員
裁
判
と
な

る
可
能
性
を
考
え
て
、
検
察
官
が
警
察
か
ら
送

致
さ
れ
た
罪
名
ど
お
り
に
起
訴
す
る
こ
と
に

慎
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、無
罪
率
を
比
べ
る
際
に
は
、

従
来
裁
判
官
裁
判
で
有
罪
と
さ
れ
て
い
た
よ
う

な
ケ
ー
ス
が
裁
判
員
制
度
の
下
で
そ
も
そ
も
起

訴
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
」
と
し
て
検
討

す
べ
き
第
二
は
、
死
刑
求
刑
事
件
で
あ
る
。

二
〇
一
三
年
一
月
末
ま
で
に
一
五
件
の
死
刑
判

決
が
裁
判
員
裁
判
で
言
い
渡
さ
れ
て
お
り
、
変

わ
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の

点
も
二
つ
の
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
つ

目
は
、
年
間
平
均
の
死
刑
判
決
数
は
減
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て

二
〇
一
二
年
末
ま
で
に
一
五
件
の
死
刑
判
決
が

言
い
渡
さ
れ
て
お
り
、
年
平
均
で
は
五
件
と
な

る
。
こ
れ
を
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま

で
の
裁
判
官
裁
判
の
死
刑
判
決
数
と
比
較
す
る

と
、
こ
の
四
年
間
に
裁
判
官
裁
判
に
よ
っ
て
合

計
四
一
件
の
死
刑
判
決
が
あ
り
、
年
平
均
で
は

一
〇
・
二
五
件
で
あ
っ
た
。

　

二
つ
目
は
、
死
刑
求
刑
が
想
定
さ
れ
る
事
件

の
審
理
と
死
刑
選
択
基
準
の
考
え
方
が
裁
判
官

裁
判
時
代
と
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

死
刑
求
刑
が
想
定
さ
れ
る
事
件
で
も
、
検
察
官

は
争
点
整
理
の
段
階
で
死
刑
を
求
刑
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
い
。
そ
の
結
果
、
死

刑
が
相
当
か
ど
う
か
が
争
点
に
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
と
、従
来
裁
判
官
が
し
た
が
っ
て
き
た
、

死
刑
で
あ
っ
て
も
他
の
量
刑
と
同
様
、
刑
罰
の

判
断
は
「
犯
罪
行
為
に
相
応
し
い
責
任
」
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方

に
基
づ
い
て
、
審
理
は
犯
罪
行
為
が
い
か
に
残

虐
な
も
の
で
あ
っ
た
か
等
、
犯
情
と
呼
ば
れ
る

犯
罪
事
実
に
関
す
る
審
理
が
中
心
と
な
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
死
刑
求
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
裁

判
員
・
裁
判
官
が
量
刑
に
あ
た
り
判
断
す
べ
き

事
柄
は
懲
役
な
ど
の
判
断
と
は
質
的
に
全
く
異

な
る
「
生
命
を
存
続
さ
せ
る
か
否
か
」
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
裁
判
員
は
、
死
刑
求

刑
事
件
で
も
、
こ
れ
ま
で
裁
判
官
裁
判
で
行
わ

れ
て
い
た
以
上
の
よ
う
な
量
刑
の
考
え
方
の
説

明
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う 

。
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
死
刑
判
決
の
言
い
渡
し
が
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
っ
て
い
な
い
の
は
む
し
ろ
自

然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
員
は
裁
判
官
の
説

示
に
従
お
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

検
察
審
査
会
制
度
の
改
正
と
実
情

　

検
察
審
査
会
制
度
は
六
〇
年
以
上
の
歴
史
を

も
つ
、
わ
が
国
独
自
の
司
法
へ
の
国
民
参
加
制

度
で
あ
る
。
検
察
審
査
会
は
検
察
官
の
不
起
訴

処
分
に
つ
い
て
、
そ
の
当
否
を
審
議
・
議
決
す

る
が
、
起
訴
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
決(

起
訴

相
当
議
決)

に
は
こ
れ
ま
で
検
察
官
に
対
す
る

拘
束
力
が
な
か
っ
た
。
司
法
制
度
改
革
で
は
、

司
法
へ
の
国
民
的
基
盤
の
確
立
の
精
神
か
ら
、

検
察
官
が
不
起
訴
と
し
検
察
審
査
会
が
起
訴
相

当
議
決
を
し
た
が
、
検
察
官
が
再
度
不
起
訴
と

し
た
場
合
、
検
察
審
査
会
が
再
度
起
訴
相
当
議

決
を
し
た
場
合
に
は
、
二
度
目
の
起
訴
相
当
議

５
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決
に
拘
束
力
を
認
め(

起
訴
議
決)

、
裁
判
所

が
選
任
し
た
検
察
官
役
の
弁
護
士
が
事
件
を
起

訴
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

　

二
〇
〇
九
年
五
月
以
降
二
〇
一
二
年
末
現

在
、
こ
の
新
し
い
制
度
で
起
訴
さ
れ
た
例
は
七

件
を
数
え
る
。
そ
の
中
に
は
、
明
石
市
の
歩
道

橋
事
故
、Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
福
知
山
線
脱
線
事
故
、

小
沢
一
郎
元
民
主
党
代
表
の
事
件
な
ど
も
含
ま

れ
、
社
会
の
関
心
を
呼
ん
だ
。

　

こ
の
新
し
い
強
制
起
訴
制
度
に
つ
い
て
は
、

小
沢
一
郎
氏
の
事
件
な
ど
を
中
心
に
、「
有
罪

確
実
で
な
け
れ
ば
起
訴
し
な
い
検
察
官
と
違
う

基
準
で
起
訴
し
て
い
い
の
か
？
」、「
無
罪
に

な
っ
た
ら
だ
れ
が
責
任
を
と
る
の
か
？
」な
ど
、

風
当
た
り
も
強
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
小
沢

氏
の
事
件
で
検
察
審
査
会
の
起
訴
議
決
書
が
求

め
た
も
の
は
、
小
沢
氏
の
有
罪
で
は
な
い
。
議

決
書
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
検
察
審
査
会
の

制
度
は
、
有
罪
の
可
能
性
が
あ
る
の
に
、
検
察

官
だ
け
の
判
断
で
有
罪
に
な
る
高
度
の
見
込
み

が
な
い
と
思
っ
て
起
訴
し
な
い
の
は
不
当
で
あ

り
、
国
民
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
本
当
に
無
罪
な

の
か
そ
れ
と
も
有
罪
な
の
か
を
判
断
し
て
も
ら

う
権
利
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
嫌
疑
不
十
分
と
し
て
検
察
官

が
起
訴
に
躊
躇
し
た
場
合
に
、
い
わ
ば
国
民
の

責
任
に
お
い
て
、
公
正
な
刑
事
裁
判
の
法
廷
で

黒
白
を
つ
け
よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
」。

　

強
制
起
訴
制
度
に
な
ぜ
風
当
り
が
強
い
か
と

言
え
ば
、
わ
が
国
で
は
起
訴=

有
罪
と
い
う

観
念
が
固
定
化
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
検
察

官
は
有
罪
を
獲
得
す
る
た
め
に
起
訴
し(

だ
か

ら
一
旦
起
訴
し
た
以
上
、
有
罪
判
決
を
獲
得
す

る
こ
と
が
至
上
目
的
と
な
り
、
証
拠
を
ね
つ
造

す
る
事
件
ま
で
起
こ
っ
た)

、
日
本
の
刑
事
裁

判
の
有
罪
率
は
九
九
・
九
％
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
起
訴
と
は
、
有
罪
か
無

罪
か
を
裁
判
所
に
決
め
て
も
ら
う
申
立
の
は
ず

だ
。
有
罪
無
罪
を
決
め
る
権
限
を
持
っ
て
い
る

の
は
裁
判
所
だ
け
で
あ
り
、
検
察
官
で
は
な
い

(
だ
か
ら
ド
イ
ツ
で
は
原
則
と
し
て
検
察
官
に

起
訴
・
不
起
訴
の
裁
量
は
な
い)

。
有
罪
を
示

す
証
拠
が
あ
る
限
り
、
有
罪
か
無
罪
か
は
、
行

政
官
で
あ
る
検
察
官
が
ド
ア
の
向
こ
う
側
で
決

め
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
公
開
法
廷
で
、

フ
ェ
ア
な
討
論
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
る―

―

検
察
審
査
会
の
起
訴
議
決
が
言
っ
て

い
る
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
被

告
人
に
と
っ
て
は
負
担
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
討
論
そ
の
も
の
を
や
め
る
と
い

う
の
は
本
末
転
倒
だ
ろ
う
。被
告
人
の
負
担
は
、

取
調
べ
の
可
視
化
、
全
面
的
証
拠
開
示
な
ど
、

フ
ェ
ア
に
戦
え
る
武
器
を
与
え
る
こ
と
で
対
応

す
べ
き
だ
。

裁
判
員
制
度
と
検
察
審
査
会
制
度
は
何
を
変
え

つ
つ
あ
る
か

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
員
制
度

と
新
し
い
検
察
審
査
会
制
度
は
、
司
法
を
本
来

あ
る
べ
き
「
公
共
の
討
論
の
場
」
と
し
て
甦
ら

せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
民

主
主
義
と
は
、投
票
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、

提
案
↓
討
論
↓
評
決
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も

の
が
民
主
主
義
の
は
ず
で
あ
る
。
裁
判
員
制
度

と
新
し
い
検
察
審
査
会
制
度
は
、「
討
論
し
て

決
め
る
民
主
主
義
」
を
国
民
自
ら
が
主
権
者
と

し
て
実
践
す
る―

―

そ
の
結
果
、
国
民
は
、「
公

共
」
を
担
う
責
任
あ
る
国
民
と
し
て
の
役
割
を

果
た
す
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
司
法
制
度
改
革
審

議
会
は
、
国
民
に
対
し
て
、「
自
律
的
で
社
会

的
責
任
を
負
っ
た
統
治
主
体
と
し
て
、
互
い
に

協
力
し
な
が
ら
自
由
で
公
正
な
社
会
を
築
く
た

め
に
、
司
法
の
運
営
に
も
主
体
的
に
参
加
」
し

て
ほ
し
い
と
呼
び
掛
け
た
。
裁
判
員
制
度
と
新

し
い
検
察
審
査
会
制
度
施
行
後
四
年
に
な
ろ
う

と
す
る
日
本
社
会
を
見
る
と
き
、
国
民
は
そ
の

期
待
に
十
分
応
え
、
そ
の
意
識
と
行
動
は
司
法

の
領
域
を
超
え
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

６

（
７
ペ
ー
ジ
か
ら
）　
文
化
が
裁
判
官
の
中
に
広

が
っ
て
い
た
が
、
見
直
し
が
迫
ら
れ
る
。

○　

な
お
、
被
告
人
に
は
次
の
よ
う
な
前
科
が

あ
る(

１
審
判
決
の
量
刑
理
由)

。

　

同
棲
し
て
い
た
元
交
際
相
手
が
そ
の
兄
方
に

逃
げ
、
同
人
か
ら
元
交
際
相
手
に
会
う
こ
と
を

拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
、
元
交
際
相
手
と

そ
の
兄
を
包
丁
で
複
数
回
突
き
刺
す
な
ど
し
て

殺
害
し
た
上
、
そ
の
逃
走
中
に
包
丁
を
用
い
て

他
人
を
脅
迫
し
近
隣
の
民
家
に
立
て
こ
も
る
な

ど
し
た
殺
人
等
の
罪
な
ど
に
よ
り
懲
役
１
６
年

の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る(

平
成
元
年
１
２
月

刑
終
了)

。
そ
の
出
所
後
３
年
も
経
た
な
い
間

に
、
路
上
で
見
か
け
た
女
性
を
強
姦
し
よ
う

と
企
て
、
同
人
を
追
尾
し
て
そ
の
自
転
車
に
自

己
の
自
転
車
を
衝
突
さ
せ
る
な
ど
し
て
転
倒

さ
せ
、
馬
乗
り
に
な
っ
て
そ
の
顔
面
を
手
拳
で

殴
打
し
た
り
棒
で
多
数
回
突
く
な
ど
し
、
同
人

を
負
傷
さ
せ
た
強
姦
致
傷
罪
で
懲
役
５
年
に
処

せ
ら
れ
た
前
科
が
あ
る(

平
成
９
年
２
月
刑
終

了)

。

　

話
題
提
供
と
し
て
紹
介
し
た
事
件
は
、
裁
判

員
裁
判
に
よ
る
一
審
判
決
を
高
裁
が
覆
し
た
点

か
ら
議
論
が
沸
く
か
と
期
待
し
た
も
の
で
あ
る

が
、時
間
が
不
足
気
味
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

あ
ま
り
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
前
科

を
判
断
材
料
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
認
識

で
は
、
参
加
者
は
一
致
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
の
設
立
３
０
周
年
を

記
念
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
い
か
ら

と
い
う
こ
と
で
、
事
務
局
か
ら
話
題
提
供
と
そ

の
後
の
パ
ネ
リ
ス
ト
を
引
き
受
け
て
欲
し
い
と

依
頼
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
提
示
さ
れ
た
テ
ー
マ

は
「
裁
判
員
制
度
の
現
状
と
こ
れ
か
ら―

―
特

に
書
面
主
義
へ
の
回
帰
を
防
止
し
、
よ
り
分
か

り
易
い
審
理
の
実
現
の
た
め
に―

」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
要
請
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、「
裁

判
員
制
度
が
当
事
者
に
慣
れ
て
き
て
、
裁
判
員

が
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
面
が
多
く
な
っ
て

来
て
お
り
、
裁
判
員
に
分
か
り
難
く
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
を
表
明
し
た
」

と
い
う
報
道
を
受
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た

が
、
あ
ま
り
テ
ー
マ
を
絞
り
過
ぎ
る
と
話
が
単

純
に
な
り
過
ぎ
る
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
、「
裁

判
員
制
度
の
現
状
等
に
つ
い
て
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
で
ま
と
め
た
の
が
、
以
下
の
レ
ジ
ュ
メ
で

あ
る
。

１
法
廷
中
心
の
審
理
が
実
現
し
て
い
る
か

(1)
最
高
裁
の
検
証
報
告
書(

平
２
４
・
１
２
・７)

○　

書
面
中
心
の
旧
来
型
が
主
流
で
、
裁
判
員

裁
判
に
ふ
さ
わ
し
い
法
廷
中
心
の
審
理
が
実
現

で
き
て
い
な
い
。
↓
書
面
に
頼
ら
ず
、
裁
判
員

が
証
人
ら
の
話
を
直
接
聞
く
必
要
が
あ
る
。

○　

検
察
も
、
書
面
へ
の
依
存
傾
向
が
是
正
さ

れ
ず
、
自
身
の
主
張
を
裏
付
け
る
た
め
多
く
の

捜
査
結
果
を
公
判
に
持
ち
込
ん
で
い
る
。

○　

起
訴
内
容
を
争
わ
な
い
事
件
で
、
本
年
１

〜
５
月
末
ま
で
の
検
察
官
の
立
証
は
、
書
面
の

朗
読
に
１
時
間
以
上
要
し
た
一
方
、
証
人
尋
問

は
３
０
〜
５
０
分
。
証
人
数
は
増
加
傾
向
に
は

あ
る
が
、
１
事
件
平
均
２
・
３
人
に
と
ど
ま
る
。

裁
判
員
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
検
察
官
立
証
を
「
理

解
し
や
す
か
っ
た
」と
す
る
回
答
は
低
下
し
た
。

(2)
口
頭
主
義
、
直
接
主
義
の
徹
底
の
た
め
の
方

策２
話
題
提
供=

最
近
の
判
決
か
ら

情
況
証
拠
に
よ
る
犯
罪
事
実
の
認
定
で
、
１
審

有
罪
判
決(

無
期
懲
役)

が
破
棄
さ
れ
て
無
罪

が
言
い
渡
さ
れ
た
事
例
＝
舞
鶴
高
校
１
年
生
殺

害
事
件

　

事
案
の
概
要―

２
０
０
８
年
５
月
８
日
、
舞

鶴
市
朝
北
川
近
く
の
雑
木
林
で
被
害
者
の
遺
体

が
発
見
さ
れ
る
。
京
都
府
警
が
同
年
１
１
月
、

賽
銭
や
下
着
の
窃
盗
容
疑
で
被
告
を
逮
捕
。
殺

人
容
疑
な
ど
で
の
家
宅
捜
索
が
弁
護
人
の
準
抗

告
で
い
っ
た
ん
延
期
さ
れ
る
な
ど
、
捜
査
は
異

例
の
経
緯
を
た
ど
り
、
裁
判
員
制
度
導
入
前
の

２
０
０
９
年
４
月
、
被
告
は
殺
人
容
疑
な
ど
で

逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た
。

○　

京
都
地
裁　

平
成
２
３
・５
・
１
８

　

被
告
人
が
、
深
夜
帰
宅
途
上
で
出
会
っ
た

被
害
者
女
性(

当
時
１
５
歳)

に
対
し
、
そ
の

着
衣
を
剥
ぎ
取
っ
て
全
裸
に
す
る
な
ど
の
わ
い

せ
つ
行
為
を
し
、
鈍
器
そ
の
頭
部
や
顔
面
等
を

多
数
回
殴
打
し
て
殺
害
し
た
と
認
定
し
た
。
結

論
に
至
る
主
た
る
理
由
は
、
被
告
人
が
犯
行
時

刻
に
近
い
時
刻
に
犯
行
現
場
に
ご
く
近
接
し
た

場
所
に
被
害
者
と
一
緒
に
い
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る(

目
撃
証
人
の
証
言
は
信
用
で
き
、
被
告

人
の
特
徴
と
矛
盾
は
な
い
し
、
防
犯
ビ
デ
オ
の

映
像
中
被
害
者
と
同
行
し
て
い
る
者
は
被
告

人
と
認
め
ら
れ
る) 

と
こ
ろ
、
犯
行
が
深
夜
の

人
の
往
来
が
少
な
い
郊
外
で
行
わ
れ
た
こ
と
か

ら
す
る
と
、
被
告
人
が
被
害
者
と
別
れ
た
後
に

別
の
人
物
が
犯
行
現
場
に
お
い
て
被
害
者
を
殺

害
し
た
可
能
性
は
想
定
し
難
い
。
ま
た
、
遺
留

品(

ポ
ー
チ
及
び
パ
ン
テ
ィ)

に
関
す
る
被
告

人
の
供
述
内
容
は
、
客
観
的
特
徴
と
合
致
す
る

具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も

犯
人
で
な
け
れ
ば
知
り
得
な
い
も
の
で
は
な
い

が
、
被
告
人
が
そ
れ
ら
の
特
徴
を
知
る
機
会
は

そ
れ
ぞ
れ
相
当
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
双
方
を

知
る
機
会
が
あ
る
も
の
は
犯
人
の
ほ
か
は
ほ
と

ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。

○　

大
阪
高
裁　

２
４
・
１
２
・
１
２

　

事
件
直
前
に
被
告
人
と
さ
れ
る
男
性
が
被
害

者
と
一
緒
に
い
た
と
の
目
撃
証
言
は
、
警
察
官

に
写
真
を
見
せ
ら
れ
た
こ
と
で
証
言
が
変
遷
し

た
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
信
用
性
は
否
定
さ

れ
る
。
被
害
者
の
遺
留
品
に
関
す
る
被
告
人
の

供
述
も
、
長
時
間
の
取
調
べ
の
中
で
変
遷
し
て

お
り
、
捜
査
機
関
に
よ
る
誘
導
が
供
述
に
影
響

し
た
可
能
性
を
完
全
に
排
除
で
き
な
い
。
一
審

判
決
の
認
定
は
不
合
理
で
あ
る
。

○　

渡
辺
修
教
授
（
日
経
２
４
・
１
２
・
１
３
）               

　

状
況
証
拠
に
基
づ
い
て
事
実
を
認
定
す
る
際

の
基
準
と
し
て
最
高
裁
が
示
し
た
「
被
告
が 

犯
人
で
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
事
実
」
が
な

け
れ
ば
有
罪
認
定
で
き
な
い(

森
野
註
・
平 

成

２
２
・
４
・
２
７
第
三
小
法
廷
判
決)

と
す
る
考

え
方
が
高
裁
レ
ベ
ル
ま
で
浸
透
し
て
き
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
判
決
だ
。
こ
れ

ま
で
の
刑
事
裁
判
で
は
、
検
察
側
の
主
張
と
矛 

盾
が
な
い
程
度
で
も
有
罪
と
す
る
「
疑
わ
し
き 

は
処
罰
す
る
」
と
い
う　
（
６
ペ
ー
ジ
下
段
へ
）

裁
判
員
制
度
の
現
状
等
に
つ
い
て

森 

野　
俊 

彦　
元 

裁 

判 

官



(     )

陪
審
裁
判
を
考
え
る
会

「
３
０
年
の
歩
み
と
裁
判
員
制
度
の
見
直
し
」

　
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

　

２
０
１
２
（
平
成
２
４
）
年
１
２
月
２
３
日
、

陪
審
裁
判
を
考
え
る
会
は
、
黒
沢
香
会
員(

東

洋
大
学
教
授)

の
ご
尽
力
に
よ
り
、
東
洋
大
学

白
山
キ
ャ
ン
パ
ス
６
号
館
３
階
６
３
０
５
教

室
を
会
場
と
し
て
、「
陪
審
裁
判
を
考
え
る
会

３
０
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
開
催
し
た
。

テ
ー
マ
は
表
題
の
と
お
り
、
裁
判
員
制
度
施
行

３
年
後
の
見
直
し
を
目
前
と
し
て
、
当
会
発
足

３
０
年
を
振
り
返
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
日
、
東
京
近
隣
は
も
と
よ
り
、
新
潟
「
陪

審
友
の
会
」
会
員
や
大
阪
「
陪
審
制
度
を
復
活

す
る
会
」
の
会
員
も
駆
け
付
け
た
。
当
会
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
昨
年(

２
０
１
１
年)

９
月
、

國
學
院
大
学
に
お
い
て
開
催
し
た
「
故
後
藤
昌

次
郎
代
表
を
偲
ぶ
と
共
に
、
来
年
の
裁
判
員
制

度
の
見
直
し
に
向
け
た
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

以
来
で
あ
る
。

　

今
回
の
記
念
シ
ン
ポ
は
、庭
山
英
雄
代
表(

弁

護
士
・
元
専
修
大
学
教
授)

に
よ
る
開
会
の
挨

拶
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
代
表
に
よ
れ
ば
、
当
会

が
発
足
し
た
の
は
一
九
八
二(

昭
和
五
七)

年
、

す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

の
留
学
中
の
陪
審
裁
判
の
研
究
を
経
て
、『
イ

ギ
リ
ス
刑
事
裁
判
の
研
究
』 

グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
著
／
庭
山
英
雄
訳(

１
９
８
１

年)

を
公
刊
し
た
翌
年
、
伊
佐
千
尋
会
員
の
呼

び
か
け
に
よ
り
、
一
ツ
橋
の
日
本
教
育
会
館
８

階
で
行
わ
れ
た
発
会
式
で
あ
る
。
そ
の
後
、
例

年
、箱
根
等
で
の
夏
合
宿
を
行
な
っ
て
い
た
が
、

飯
室
勝
彦
会
員(

元
中
京
大
学
教
授)

が
事
務

局
を
引
き
受
け
ら
れ
、
し
ば
ら
く
の
間
、
東
京

中
日
新
聞
の
一
室
を
お
借
り
し
て
、
勉
強
会
を

続
け
て
き
た
。
今
日
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、

滝
田
清
暉
会
員(

Ｉ
Ｐ
国
際
技
術
特
許
事
務
所

所
長)

が
事
務
局
の
労
を
取
っ
て
い
た
だ
い
て

い
る
。

基
調
報
告
Ⅰ  

引
き
続
き
、
飯
室
会
員
か
ら
、

会
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
い
経
緯
が
披
露
さ
れ
た
。
会
の
発
足
の
契
機

は
、
１
９
８
０
年
前
後
の
社
会
背
景
に
一
連
の

死
刑
判
決
事
件
の
冤
罪
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
死

刑
判
決
の
再
審
無
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る(

Ⅰ
免
田
事
件
│
１
９
４
８
年
熊
本

県
人
吉
市
で
祈
祷
師
夫
婦
殺
害
、
５
０
年
熊
本

地
裁
死
刑
判
決
、
５
２
年
最
高
裁
上
告
棄
却
、

齋　
藤　
　
哲　
　
　
獨
協
大
学
・
弁
護
士

　

し
か
し
、
戦
前
、
陪
審
の
経
験
を
持
つ
日
本

で
あ
る
が
、
当
時
は
陪
審
を
受
け
入
れ
る
素
地

が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
復
活
を
唱
え
る
だ
け

で
は
相
手
に
さ
れ
な
い
の
で
、
陪
審
を
考
え
る

(

検
討
す
る)

こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
い
う

の
が
、
当
会
の
発
足
時
の
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　

勉
強
会
は
、
国
会
議
員
等
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
初
め
と
し
て
、
定
例
会
と
し
て
清
水

英
夫
会
員
が
青
学
会
館
を
準
備
さ
れ
た
。
間
も

な
く
、
四
宮
啓
会
員(

弁
護
士
・
國
學
院
大
学

法
科
大
学
院
教
授)

が
事
務
局
を
引
き
受
け
て

く
れ
た
が
、
米
国
に
陪
審
制
度
の
勉
強
に
留
学

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
私(

飯
室)

が
事

務
局
を
引
き
継
ぎ
、
東
京
中
日
新
聞
の
会
議
室

を
会
場
と
し
た
。
そ
の
後
、
滝
田
会
員
が
幹
事

を
引
き
継
い
で
く
れ
て
い
る
。

　

発
足
か
ら
こ
れ
ま
で
の
間
、
山
中
湖
マ
ウ

ン
ト
富
士
や
熱
海
の
合
宿
を
経
て
「
陪
審
法

案
」
の
作
成
や
市
民
集
会
の
開
催
、
１
９
９
０

(

平
成
２)

年
６
月
８
日
に
は
、
明
治
大
学
大

学
会
館
ホ
ー
ル
を
借
り
、
劇
団
「
燐
光
群
」
の

み
な
さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
を
得
て
、

１
９
３
６(

昭
和
１
１)

年
に
実
際
に
岩
手
県
で

７
９
年
再
審
開
始
決
定
を
始
め
と
し
て
、
２
財

田
川
事
件
│
１
９
５
０
年
香
川
県
三
豊
郡
財

田
村
で
闇
米
ブ
ロ
ー
カ
ー
殺
害
、
５
２
年
高
松

地
裁
丸
亀
支
部
死
刑
判
決
、
５
７
年
最
高
裁
上

告
棄
却
、
７
９
年
再
審
開
始
決
定
、
８
４
年
無

罪
判
決
、
３
島
田
事
件
│
１
９
５
４
年
静
岡
県

島
田
市
幼
女
誘
拐
殺
人
、
５
８
年
静
岡
地
裁

死
刑
判
決
、
６
０
年
最
高
裁
上
告
棄
却
、
８
９

年
静
岡
地
裁
再
審
無
罪
判
決
、
４
松
山
事
件

│
１
９
５
５
年
宮
城
県(

現)

大
崎
市
松
山
町

で
殺
人
放
火
、
５
７
年
仙
台
地
裁
死
刑
判
決
、

６
０
年
最
高
裁
上
告
棄
却
、７
９
年
再
審
決
定
、

１
９
８
４
年
無
罪
判
決)

。

　

発
足
当
初
の
会
員
に
は
、
昨
年
亡
く
な
ら
れ

た
後
藤
昌
次
郎
代
表
や
土
田
・
日
石
・
ピ
ー
ス

缶
爆
弾
事
件
、
免
田
事
件
等
を
担
当
さ
れ
た
故

倉
田
哲
治
会
員
、『
魔
の
時
間
│
六
つ
の
冤
罪

事
件
』(

社
会
思
想
社)

な
ど
冤
罪
研
究
で
知

ら
れ
る
青
地
震
会
員
、『
逆
転
」(

１
９
７
７
年)

の
伊
佐
千
尋
会
員
ら
が
お
り
、
会
は
、
陪
審
は

青
木
英
五
郎
元
裁
判
官
の
遺
言
で
あ
る(

『
日

本
の
刑
事
裁
判
│
冤
罪
を
生
む
構
造
│)

、
か

ら
始
ま
っ
た
。

８



(     )

の
実
情
と
制
度
の
波
及
的
変
化
が
報
告
さ
れ

る(

報
告
は
平
成
２
４
年
５
月
３
１
日
ま
で
の

デ
ー
タ
に
基
づ
く
最
高
裁
裁
判
員
裁
判
実
施
状

況
の
検
証
報
告
書
を
基
調
に
し
て
い
る
が
、
以

下
の
数
値
は
同
年
１
２
月
末
日
の
速
報
に
基
づ

く)

。

　

２
０
１
２(

平
成
２
４)

年
１
２
月
末
時
点

で
下
さ
れ
た
裁
判
員
裁
判
判
決
人
員(

実
人

員)

は
４
、６
７
３
人
、
選
任
さ
れ
た
裁
判

員
候
補
者
の
総
数
４
０
７
、２
８
３
人
、
辞

退
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
員
候
補
者
の
総
数

２
３
５
、４
２
３
人(

５
７
・
８
％)

、
選
任
さ

れ
た
裁
判
員
の
数
２
６
、９
５
８
人
、
選
任
手

続
期
日
へ
の
裁
判
員
候
補
者
の
出
席
率
は
、

７
８
・
９
％
、
こ
れ
ら
は
比
較
法
的
に
見
て
極

め
て
驚
異
的
な
数
値
と
い
え
る
。

　

制
度
の
実
施
に
先
行
し
て
、
被
疑
者
国
選
制

度
や
証
拠
開
示
制
度
が
整
備
さ
れ
、
連
日
開
廷

を
原
則
と
す
る
公
判
期
日
が
実
施
さ
れ
た
。
裁

判
員
裁
判
平
均
実
審
理
期
間(

第
１
回
公
判
か

ら
終
局
ま
で)

６
・
１
日
、平
均
評
議
時
間
９
・３

時
間
、
死
刑
判
決
１
４
件
、
無
罪
判
決
２
１

件
、
執
行
猶
予
判
決
７
４
１
件(

う
ち
保
護
観

察
４
０
４
件)

、
裁
判
員
の
選
任
前
後
の
意
識

は
、
選
任
前
は
、「
あ
ま
り
や
り
た
く
な
か
っ

た
」
又
は
「
や
り
た
く
な
か
っ
た
」
と
回
答
さ

れ
た
方
が
合
計
５
２
・
８
％
に
上
っ
て
い
た
が
、

裁
判
員
と
し
て
裁
判
に
参
加
し
た
後
で
は
、
合

計
９
５
・
５
％
の
方
が
「
非
常
に
よ
い
経
験
と

行
わ
れ
た
放
火
被
告
事
件
の
陪
審
裁
判
を
素
材

に
、
模
擬
裁
判
「
あ
な
た
が
陪
審
員
│
司
法
を

わ
れ
ら
に
」
を
実
施
し
た
。
模
擬
陪
審
の
成
果

は
、
翌
１
９
９
１(
平
成
３)

年
、
岩
波
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
『
陪
審
制
度
を
考
え
る
』(

陪
審
裁
判

を
考
え
る
会
著
：
後
藤
昌
次
郎
編)

の
公
刊
と

し
て
結
実
し
て
い
る
。

　

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
中
で
故
後
藤
代
表
は
、
模

擬
裁
判
で
は
、
題
材
と
し
た
陪
審
裁
判
の
弁

護
人
を
実
際
に
務
め
た
佐
藤
邦
雄
弁
護
士
が
、

八
九
歳
の
高
齢
で
参
加
さ
れ
、
余
人
で
は
語
り

得
な
い
裁
判
の
実
相
と
苦
心
談
を
生
き
生
き
と

語
り
、
満
堂
の
感
銘
を
呼
び
起
こ
し
た
と
記
し

て
い
る
。

　

１
９
９
９(

平
成
１
１)

年
７
月
、
司
法
制

度
改
革
審
議
会
が
発
足
し
、
同
１
３
年
６
月
に

は
意
見
書
が
決
定
さ
れ
、
同
２
１
年
か
ら
裁
判

員
制
度
が
施
行
さ
れ
る
に
至
る
が
、
会
と
し
て

は
可
も
な
く
不
可
も
な
く
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

陪
審
制
度
に
関
す
る
勉
強
会
は
、
司
法
制
度

改
革
以
前
も
、
新
潟
「
友
の
会
」、
大
阪
「
陪

審
制
度
を
復
活
す
る
会
」、
熊
本
の
模
擬
裁
判

(

１
９
８
３
年)

へ
と
広
が
り
が
見
ら
れ
た
。

基
調
報
告
Ⅱ  

四
宮
会
員
か
ら
、基
調
報
告
「
司

法
改
革
│
裁
判
員
制
度
の
導
入
、
実
績
、
及
び

課
題
に
つ
い
て
」
が
行
わ
れ
た
。
裁
判
員
制
度

導
入
の
経
緯
と
同
制
度
と
検
察
審
査
会
法
の
改

正
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
の
後
、
制
度

９

感
じ
た
」
又
は
「
よ
い
経
験
と
感
じ
た
」
と
回

答
し
て
お
り
、
充
実
感
を
も
っ
て
裁
判
員
と
し

て
の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
伺

わ
れ
る
。

　

裁
判
員
制
度
実
施
に
伴
い
、
取
調
べ
の
録

音
・
録
画
化
の
議
論
が
高
ま
り
、
殺
人
事
件
や

強
盗
致
死
傷
等
重
大
事
件
と
し
て
の
不
起
訴
率

の
上
昇
が
顕
著
に
な
っ
た
。
ま
た
保
釈
率
の
増

加
、
書
証
重
視
の
公
判
か
ら
人
証
重
視
へ
と
移

行
し
、
判
決
内
容
は
性
犯
罪
に
お
け
る
重
罰
化

が
進
ん
だ
が
、
他
方
で
執
行
猶
予
付
判
決
が
増

加
し
、
裁
判
員
の
被
告
人
に
対
す
る
更
生
の
期

待
が
見
て
取
れ
る
。

　

ま
た
、
一
審
判
決
が
無
罪
で
あ
っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
控
訴
審
に
お
い
て
破
棄
判
決
が
下
さ

れ
、上
告
審
に
お
い
て
そ
れ
が
再
び
覆
る
な
ど
、

控
訴
審
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
制
度
導
入
後
の
無
罪
率
は
ほ
ぼ
変
わ

ら
な
い
が
、
前
述
の
不
起
訴
率
の
上
昇
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
死
刑
が
求
刑
さ
れ
た
事
件

１
８
件
の
中
、
死
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
は

１
４
件
で
、
無
期
刑
３
件
、
無
罪
１
件
が
言

い
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
判
断
基
準
や
更
生
の
可

能
性
に
つ
い
て
十
分
に
審
理
が
な
さ
れ
て
い
る

か
、
検
討
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
実
情
を
踏
ま
え
、裁
判
員
制
度
検
討
会
で
は
、

裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
、
選
任
手
続
、
公
判
前

整
理
手
続
の
あ
り
方
や
、
評
議
・
評
決
、
被
害

者
保
護
、
上
訴
な
ど
が
検
討
対
象
に
な
っ
て
い

る
。

　

裁
判
員
制
度
の
創
設
と
共
に
、
検
察
審
査
会

制
度
が
改
正
さ
れ
、
一
定
の
起
訴
相
当
決
議
に

強
制
力
が
付
与
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
強
制
起
訴

さ
れ
た
事
件
は
、
沖
縄
尖
閣
諸
島
沖
中
国
漁
船

衝
突
事
件
、
沖
縄
未
公
開
株
詐
欺
事
件
、
鹿
児

島
準
強
姦
事
件
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
福
知
山
線
脱
線

事
故
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
、
陸
山
会
収
支

報
告
書
虚
偽
記
入
事
件
、
明
石
市
歩
道
橋
事
故

業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
、
徳
島
県
石
井
町
女

性
暴
行
事
件
の
７
件
に
及
ん
で
い
る
。

　

四
宮
会
員
は
、
討
論
し
て
決
め
る
民
主
主
義

が
国
民
に
よ
り
実
践
さ
れ
て
い
る
現
れ
で
あ

り
、
国
民
の
統
治
客
体
か
ら
統
治
主
体
へ
の
変

容
を
求
め
た
司
法
制
度
改
革
の
理
念
が
生
か
さ

れ
つ
つ
あ
る
と
締
め
く
く
っ
た
。

基
調
報
告
Ⅲ  

引
き
続
き
、
元
福
岡
高
裁
判
事

森
野
俊
彦
会
員(

龍
谷
大
学
法
科
大
学
院
教
授)

の
基
調
報
告
が
行
わ
れ
、
裁
判
員
裁
判
が
依
然

書
面
中
心
型
が
主
流
で
、
法
廷
中
心
の
審
理
の

実
現
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
危
惧
さ
れ
な
が

ら
、
裁
判
員
制
度
導
入
以
前
の
舞
鶴
女
子
高

生
殺
害
事
件(

大
阪
高
裁
２
０
１
２
年
１
２
月

１
２
日
無
罪
判
決)

を
素
材
に
、
書
面
主
義
へ

の
回
帰
を
防
止
し
、
よ
り
わ
か
り
や
す
い
審
理

の
実
現
の
た
め
に
、
口
頭
主
義
と
直
接
主
義
の

徹
底
を
唱
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
ペ
ー
ジ
に
続
く
）
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パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

裁
判
員
裁
判
を

経
験
さ
れ
た
小
田
篤
俊
氏(

東
京
地
裁)

、
東

京
地
裁
裁
判
員
裁
判
１
号
１
番
Ａ
氏
、
及
び
田

口
真
義
氏(
東
京
地
裁)

の
３
名
を
交
え
た
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
裁
判
員
経
験

者
が
纏
め
た
「
裁
判
員
制
度
と
周
辺
環
境
に
お

け
る
提
言
書
」（
注
１
）
を
基
調
に
、
裁
判
員

制
度
の
課
題
と
改
正
案
に
つ
い
て
以
下
の
討
論

を
行
っ
た
。
な
お
、
会
の
改
正
案
と
し
て
滝
田

会
員
が
纏
め
た
「
裁
判
員
法
の
改
正
に
つ
い

て
」(

陪
審
裁
判
１
９
号
、
２
０
１
２
年
３
月)

１
４
頁
以
下
が
あ
る
。

　

裁
判
員
は
裁
判
官
と
同
様
、
評
決
権
を
持
つ

判
決
主
体
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
公
判
前
整

理
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
両
者

の
間
に
は
情
報
量
の
較
差
が
激
し
す
ぎ
る
と
の

認
識
に
一
致
が
見
ら
れ
る
が
、
裁
判
員
が
公
判

前
整
理
手
続
に
参
加
し
な
い
ま
で
も
同
手
続
の

内
容
が
開
示
さ
れ
る
と
か
、
ま
た
、
戦
後
民
事

訴
訟
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
準
備
手
続
裁

判
官
の
制
度
を
参
考
に
、
公
判
前
整
理
手
続
裁

判
官
と
公
判
裁
判
官
と
を
区
別
す
べ
き
と
の
意

見
が
提
案
さ
れ
た
。
後
者
に
対
し
て
は
、
裁
判

官
は
責
任
を
果
た
す
意
味
で
事
件
に
最
後
ま
で

携
わ
り
た
い
も
の
、と
の
説
明
が
な
さ
れ
た
が
、

捜
査
検
事
・
公
判
検
事
、
ソ
リ
シ
タ
ー
・
バ
リ

シ
タ―

の
制
度
も
考
え
れ
ば
現
行
制
度
に
固
執

す
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

経
験
者
か
ら
陪
審
員
と
異
な
り
裁
判
員
は
有

罪
無
罪
の
判
断
に
限
ら
ず
量
刑
に
も
関
わ
る
こ

と
か
ら
、
刑
務
所
見
学
を
す
る
機
会
が
保
障
さ

れ
る
べ
き
と
語
ら
れ
た
。
従
来
、
検
察
審
査
会

で
は
す
べ
て
で
は
な
い
が
審
査
員
が
刑
務
所
見

学
を
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

　

検
察
官
や
弁
護
士
に
対
す
る
裁
判
員
か
ら
の

質
問
を
許
し
、
ま
た
、
証
人
や
被
告
人
に
対
す

る
再
尋
問
を
可
能
に
す
べ
き
か
、
尋
問
法
則

に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り
難
し
い
問
題
で
あ
る

が
、
刑
事
裁
判
で
は
検
察
官
が
立
証
責
任
を
負

う
の
で
あ
る
か
ら
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
立
証
に
成
功
し
て

い
な
い
と
考
え
る
べ
き
か
。

　

裁
判
員
は
、
世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な

限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
裁
判
を
出
し
た
い
と
は

必
ず
し
も
考
え
て
お
ら
ず
、
評
議
を
充
実
さ
せ

か
つ
拙
速
な
評
決
を
回
避
す
る
た
め
に
、
予
備

的
期
日
を
設
け
、
充
実
し
た
評
議
を
保
障
す
べ

き
で
あ
り
、
ま
た
、
適
正
な
評
決
を
確
保
す
る

た
め
に
、
裁
判
員
に
刑
事
裁
判
の
原
理
原
則
を

常
時
周
知
す
べ
き
と
の
意
見
に
は
異
論
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
。

　

裁
判
員
が
携
わ
っ
た
裁
判
に
対
し
て
控
訴
が

な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
帰
趨
は
裁
判
官
同
様
、

裁
判
員
も
裁
判
主
体
と
し
て
責
任
が
果
た
せ
た

の
か
否
か
心
休
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、

裁
判
の
終
了
に
伴
い
予
め
裁
判
員
の
意
見
を
聴

取
し
、
担
当
し
た
事
件
の
上
訴
に
関
す
る
情
報

を
希
望
し
た
者
に
は
、
そ
れ
を
提
供
す
べ
き
で

あ
る(

希
に
裁
判
長
が
上
訴
の
有
無
を
知
ら
せ

て
く
れ
る
例
が
あ
る)

。

　

司
法
制
度
改
革
審
議
会
で
は
、
刑
事
司
法
へ

の
国
民
参
加
の
実
現
が
精
い
っ
ぱ
い
で
、
民
事

及
び
行
政
の
領
域
に
お
け
る
司
法
参
加
は
棚
上

げ
に
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
薬
害
訴
訟
や

公
害
訴
訟
な
ど
市
民
の
生
活
に
直
結
す
る
よ
う

な
裁
判
に
こ
そ
、
司
法
の
市
民
参
加
の
道
を
開

く
べ
き
か
。
福
島
原
発
事
故
を
起
点
と
し
、
原

発
の
差
し
止
め
訴
訟
が
各
地
で
起
こ
さ
れ
て
い

る
が
、
国
家
と
市
民
の
考
え
方
の
乖
離
が
改
め

て
問
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
他
、
裁
判
員
経
験
者
の
心
理
的
負
担
の

軽
減
の
た
め
に
も
裁
判
所
主
催
の
裁
判
員
経
験

者
の
意
見
交
換
会
を
定
期
的
に
開
催
す
べ
き
こ

と
、
死
刑
判
決
に
向
き
合
う
必
然
の
あ
る
裁
判

員
に
は
同
刑
の
情
報
開
示
を
徹
底
す
べ
き
こ
と

な
ど
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

裁
判
員
経
験
者
に
は
、
裁
判
所
か
ら
裁
判
員

制
度
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク(

２
つ
の
円
は
「
裁

判
員
」
と
「
裁
判
官
」
を
表
し
、
２
つ
の
円
が

交
わ
る
こ
と
で
協
力
し
合
い
、
効
果
が
∞
〔
無

限
大
〕
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
員
の
Ｓ
も
意
味
す

る)
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
記
念
の
バ
ッ
ジ
が
贈

呈
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
、
Ａ
氏
か
ら
は
、「
東

京
地
方
裁
判
所
０
０
０
０
１
」
と
刻
印
さ
れ
た

超
プ
レ
ミ
ア
ム
な
も
の
を
拝
見
さ
せ
て
頂
い

た
。

　

若
干
予
定
時
刻
を
過
ぎ
た
が
、
最
後
に
、
新

倉
修
青
山
学
院
大
学
法
科
大
学
院
教
授(

弁
護

士)

か
ら
専
門
的
知
見
に
よ
る
感
想
と
と
も
に

閉
会
の
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
白
山
駅

付
近
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
に
会
場

を
移
し
て
懇
親
会
を
行
い
、
ワ
イ
ン
を
酌
み
交

わ
し
な
が
ら
、
記
念
シ
ン
ポ
に
引
き
続
き
熱
い

討
論
な
さ
れ
た
。 (

さ
い
と
う
て
つ
、
獨
協
大

学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授)

10
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（注１）

　　　　　　　　　　　裁判員制度と周辺環境における提言書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012 年  　月 　 日

　　　　　地方裁判所 所長 殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裁　判　員　経　験　者 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田 口 真 義 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 東京地方裁判所 )  ( 千葉地方裁判所 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 松 尾 悦 子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 東京地方裁判所 )  ( 仙台地方裁判所 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  小 田 篤 俊            

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 東京地方裁判所 )            

 

　裁判員経験を通じて実感した制度の課題と社会における真の正義と公平で公正な裁判の実現のために

提言いたします。あくまで一市民であり裁判員経験者でもあるという立場から現在の司法制度に対する

前進的な提案であり、今後も司法に国民が関わり続け信認を得るためにも虚心坦懐に耳を傾けていただ

けることを願います。

1. 公判前整理手続は可能な限り裁判員に提示すること

2. 検察は証拠を原則すべて開示すること

3. 希望する裁判員候補者には刑務所見学を実施すること

4. 裁判員等選任手続は原則公開で行うこと

5. 裁判員からの検察官・弁護人に対する質問を可能にすること

6. 証人・被告人に対する再尋問・再質問を可能にすること

7. 期日を超過したとしても評議時間は充実したものにすること

8. 希望する裁判員経験者には上級審の公判期日を知らせること

9. 裁判官も記者会見を開くこと

10. 裁判所主催の裁判員経験者の意見交換会を定例化すること

11. 死刑についての情報公開を徹底すること

12. 被害者等参加制度の運用改善をすること

13. 民事・行政訴訟にも裁判員制度を運用拡大すること
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各項目について補足説明をいたします。

【補足 1: 公判前整理手続は可能な限り裁判員に提示すること】
ある裁判員裁判の控訴審にて、高裁裁判官が公判前整理手続を基に一審で十分に審理が尽くされている
旨の発言を受けて違和感を覚えました。そもそも公判前整理手続は裁判の迅速化という表紙に隠された
現実的な作業だと受け止めております。たしかに公判前整理手続から裁判員を参加させるのは時間的な
負担が大きいので、せめて公判前整理手続の議事録などを提示するようにしてください。
自分たちが一審時に見たのは争点整理表であり、公判前にどのようなやりとりがあったのかは不明です。
公判前整理手続が心証形成の場ではないにしても裁判官と裁判員との間に情報の格差が生じることは公
平性、公正性に疑問が残ります。知り得る情報を可能な限り吟味して判断したいと願います。

【補足 2: 検察は証拠を原則すべて開示すること】
前項と重複しますが公正な情報や証拠を基に正しい判断をしたいというのが心情です。事実として検察
による証拠の不当な不開示という報道を散見いたします。検察は公判前整理手続にあたって弁護人に対
して保持する証拠リストをすべて開示していただき、弁護人は公平公正な裁判に適当な証拠を適切に開
示請求する運用が望ましく、国民はあらゆる可能性を網羅できる土壌で裁判に参加できることを期待し
ています。唯一の公訴権を持つ公機関として国民からの信頼を得るためにも正義を貫いてほしいです。

【補足 3: 希望する裁判員候補者には刑務所見学を実施すること】
量刑も含めた判断をする裁判員制度は多くの国民に行刑に対する関心を呼び起こす貴重なきっかけに
なっていると高く評価いたします。そのうえで自分たちが判断したその結果を知ることはとても重要で
有用なことと考えます。具体的には裁判員候補者登録通知に希望するかどうかを問い、指定期日に裁判
所に参集した方に対して裁判所主催で刑務所見学を行う。または呼出状を送付する段階で対象者に対し
て、指定する期日に裁判所に参集した方には刑務所見学を行う旨の通知を同封すれば実務的な絶対数に
なるはずです。ただし、刑務所見学にあたっては受刑者の方たちに誰が何のために見学をするのかの趣
旨を必ず伝えるようにしてください。管轄違いと頑なに拒絶せずにご検討いただけることを願います。

【補足 4: 裁判員等選任手続は原則公開で行うこと】
裁判員等選任手続を公開にすることこそ、裁判員制度に対する信用を確たるものにする近道だと考えま
す。報道機関も含めた一般公開までは拙速だとしても、選任決定手続 ( 裁判員の参加する刑事裁判に関
する法律第三十七条 ) だけでも当日出頭した裁判員候補者に対して公開で行うことを望みます。
一方で、理由を示さない不選任の請求 ( 同法第三十六条 ) や裁判員候補者に対する質問等 ( 同法第
三十四条、以下「質問手続」) は従来通り非公開であるべきです。
また、質問手続に際しては検察官、弁護人からも質問ができるようにするべきです。裁判官に質問要旨
を伝えて訊いてもらうことが可能だとしても、例えば最低限の議論に欠かせない適切なコミュニケー
ション能力を備えているか、などは多少踏み込んだ質疑応答の中で見出せるものであり、容姿や表面上
の言動程度しか判断材料がない中で理由を示さない不選任の請求を行使することは公正性に欠けます。
どちらも裁判の当事者または代理人であり、公平公正な判断を求めるのであればこそ裁判員に適格かど
うかの素地を問うのは当然の権利であり、この場において裁判員候補者はあくまで選ばれる立場なので
す。裁判員等選任手続こそ裁判員裁判の核心であり、たとえ数日間かかったとしても、そこに時間と注
意を最大限払うことで判決に対する支持は格段に上がると確信いたします。
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【補足 5: 裁判員からの検察官・弁護人に対する質問を可能にすること】
裁判員の疑問は時に証言台に立つ証人や被告人だけでなく、検察官や弁護人に対しても湧き起こります。
裁判官が双方に立証の趣旨や尋問の趣旨を訊ねることがありますが、裁判官が指摘しない内容や疑問を
裁判員が抱いていることが多々あります。正しく判断するためにも、ぜひ裁判員からも検察官や弁護人
に対する疑問を自由に訊けるようにしてください。
また、補充尋問や補充質問の前に 10 分ほどの休廷を設ける裁判体が多いですが、この間に裁判官が事
前に尋問や質問の内容を裁判員から聞き取り、その場で答えてしまったり、不適当な質問だからと抑制
されたりすることもあるようです。裁判員が感じた疑問はまず裁判官にではなく、証人または被告人に
向けられるべきです。

【補足 6: 証人・被告人に対する再尋問・再質問を可能にすること】
ある裁判の証拠調べ後に再度証人に尋ねたいことがある旨の要望をしたところ、裁判官から極めて困難
であるという説示を受けました。従前の裁判では証人や被告人に再度出廷してもらい、再尋問、再質問
を繰り返すこともあったはずです。たしかに裁判の迅速化という目的とはあまりに乖離してしまうので、
原則ではなくそういった要望が噴出し、公平公正に判断するためにやむを得ない場合のみの運用でよい
と考えますが、たとえそのために公判期日が伸びたとしても裁判員は無用な負担とは決して思いません。

【補足 7: 期日を超過したとしても評議時間は充実したものにすること】
前項とも連関しますが、ごく制限された時間枠の中で人の人生を左右するような答を決定しなければな
らない重圧は時にぶれを生じさせることもあります。時間制限のない議論は生産的ではありませんので、
せめて一定程度の予備的期日を事前に設けるか、たとえ期日を多少超過するようなことになっても裁判
員が納得して評議が成熟するのであれば、それを受容するような柔軟な運用姿勢を構えてください。
また、専門知識ではない刑事裁判の原則などのいわゆるルールは選任時だけでなく、随時わかりやすく
説示を行い、時間に追われて基本的なルールが抜け落ちたまま議論が始まることがないように全員への
理解を徹底してください。さらに見やすい書面などを評議室に貼り出しておくとより効果的です。
統一された説示以外については各裁判官の技量次第であるところが現状です。特に少年事件の場合には、
その可塑性を重視した少年法の理念を適切に丁寧に説示する必要性がことさらに求められます。

【補足 8: 希望する裁判員経験者には上級審の公判期日を知らせること】
裁判員経験者から自分たちが関わった裁判のその後の情報がまったくないと憤慨している声がありま
す。
上級審の情報が必要かどうかを裁判員解任時のアンケートで訊ねておき、一審に対する控訴申立ての受
理がなされた場合、必要と回答した方には公判期日などの情報を提供できるようにしてください。
または作業量は多いですが裁判所ホームページに全裁判の公判日程を公開する形でもよいと思います。

【補足 9: 裁判官も記者会見を開くこと】
自分たち裁判員は記者会見をするのに、なぜ裁判官合議体は会見を開いて「裁判員裁判を担当した苦労
話」や「裁判員と議論した感想」などを披瀝しないのだろう、という純粋な疑問と関心からです。
裁判官に課せられている守秘義務規定は理解しておりますので、もちろん感想の範囲でよいので裁判官
も記者会見に臨んでほしいと願います。裁判員経験者だけでなく国民の関心事でもあるはずです。
また、これは裁判員経験者にも課せられる守秘義務の境界線を計る試金石にもなりますので、有用性、
公益性は極めて高いはずです。
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【補足 10: 裁判所主催の裁判員経験者の意見交換会を定例化すること】
2010 年 10 月に東京地方裁判所が主催した裁判員経験者の意見交換会はその後各地裁で順次行われてい
るようです。このような裁判員経験者同士の結節点となる役割を裁判所が担うことを大変評価いたしま
す。俗にいう裁判員経験者の心理的負担などに対する極めて効果的な取り組みであり、このような機会
は定期的に設けられるべきです。少なくとも数ヵ月に一回程度の定例化を希望いたします。

【補足 11: 死刑についての情報公開を徹底すること】
死刑については裁判官をも含む日本国民にとって未知の部分があまりにも多く、その究極の判断を下す
ことは情報が乏しい現段階では時期尚早と考えます。死刑事案における裁判員の位置付けや判断方法に
対する再考も必要であると思いますが、それ以前に国家権力による究極的な刑の行使に対する情報の公
開が絶対的に大前提であり、裁判員が死刑にふれるのであればまさにその必然性があるはずです。
願わくは死刑のない国を目指すために国民一人ひとりが究極の刑罰に正面から向き合い、是非も含めた
多様な議論の口火が切られることを希求いたします。
そのような国民的議論を醸成するためにも徹底した死刑情報の公開をするべきです。

【補足 12: 被害者等参加制度の運用改善をすること】
犯罪に巻き込まれた被害者の悲しみや苦しみは十分に理解したうえで、被害者やそのご遺族が同制度を
利用した裁判は概してその峻烈な処罰感情が先鋭化してしまい、こと裁判員裁判に関しては裁判員に与
える影響を慮ると公平公正さを欠く結果につながるように思えます。法廷は有罪かどうか、有罪の場合
はその量刑判断を冷静に形成する場であり、怒りの感情をぶつける場であってはならないと考えます。
例えば否認事件については事実認定と量刑判断の審理を分けて、有罪という判決が出た場合には量刑判
断の審理に被害者等参加制度の利用を認めるなどの運用であれば影響を最小限に止めることができるの
ではないでしょうか。せめて検察官席には座らないことが公平公正な裁判のために望ましいと考えます。
加えて、制度を利用する被害者またはご遺族の位置づけの説示が裁判員に対して十分になされることも
肝要だと思います。

【補足 13: 民事・行政訴訟にも裁判員裁判を運用拡大すること】
刑事訴訟は比較的馴染みやすく法曹界に市井の風を送り込むのに適した運用方針だと評価します。一方
で、重大事件などでは凄惨な証拠写真などを見ることに対する批判も散見します。拙速は承知のうえで
民事や行政訴訟への裁判員制度運用拡大を期待いたします。
薬害や公害など自分たちの生活に直結するような裁判にこそ国民の感覚や意見を取り入れるべきで、そ
のような運用にこそ世論からの評価は高いはずです。具体的な方策などもなく雲をつかむような提案で
すが、あるべき姿、向かうべき方向は正しいと確信いたします。

以上、13項目を謹んで提言申し上げます。
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【終わりに】
私たちは裁判員として裁判に参加し、国民生活と司法がこんなにも密接していたのかと開眼いたしまし
た。こんなに身近にこのような世界が存在していて、国民誰もが手を伸ばせば届くところにあるのに誰
もが関わりのないこと、語弊を恐れずにいうと目を背けてきたのではないか、とすら考えております。
だからと言って裁判員経験者やこれから裁判員になるかもしれない多くの人たちが絶望的なのではな
く、ただ関わる機会がなかっただけのことであり、本質としては皆真剣に取り組み、真摯に向き合う素
養を持っております。だからこそ現在取り組まれている司法制度改革の一端に裁判員制度導入が盛り込
まれたことをとても評価し歓迎しております。提言の中には国民の負担が重くなるものもあります。し
かし、どうか私たちを信頼していただき公平さと公正さ、そして真の正義のために運用の見直しと周辺
環境の整備をお願い申し上げます。
新学習指導要領に基づき法教育が子どもたちに施される時代にすべての国民が司法の現状を直視し、一
人ひとりが主体性を持って関わり、正しいこと間違っていることを是々非々で議論し合いより充実した
正義ある社会と司法環境が実現することを願ってやみません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 文責及び連絡先 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 176-0023
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都練馬区中村北 4-10-8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャンブル上原 301 号室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  田口 真義
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ほ
か
に
も
、
陪
審
裁
判
を
考
え

る
会
に
参
加
さ
れ
て
、
司
法
へ
の
国
民
な
い
し

市
民
の
参
加
を
実
現
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
期

待
し
、
意
欲
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
人
は
数
多
く

お
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
、
将
来
の
世
代
で

も
、
こ
の
課
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
私
た
ち
は
さ
ら
に
、
叡
智
を
結
集
し
、

経
験
を
交
流
し
、
よ
り
よ
い
ガ
バ
ナ
ン
ス(

経

世)

を
め
ざ
し
て
、
新
し
い
一
歩
を
踏
み
出
し

ま
し
ょ
う
。

３
０
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
終
わ
る
に
あ
た
っ
て

新 

倉  　
修　
　
青
山
学
院
大
学
・
弁
護
士


